
主な内容 
高齢者のためにさまざまな在宅福祉サービス事業を行っています。 

風疹（ふうしん）ワクチン予防接種費用助成 
妊娠を希望する女性を風疹から守るために予防接種費用助成を 
行います。 

子育て世帯臨時特例給付金・子育て支援減税手当 
消費税率の引上げの影響を緩和するため、子育て世帯に臨時的な給付金と 
手当が支給されます。 

町民こぞってホタルを見に出掛ける期間です 

高齢者福祉サービス 

６月２０日～７月１０日は「ホタルと一緒に自然を守らナイト」です。 

第４１回文協まつりが、５月１０日と１１日に
中央公民館で行われました。キッズ屋台
村が行われた３０１号室には多くの家族連
れが訪れ、「射的」や「輪投げ」などのゲー
ムを楽しみました。「射的」では、お父さん
が大活躍。紙人形を打ち落とそうと、親子
で協力するほほえましい姿が見られました。
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高齢者を対象にした在宅福祉サービス事業 高齢者を対象にした在宅福祉サービス事業 高齢者を対象にした在宅福祉サービス事業 
　町では、次のような高齢者福祉サービスを行っています。ご利用ください。
■問い合わせ先　健康介護課介護保険係　�（４８）１１１１（内２２８・２９０）

高齢者軽度生活援助事業
　介護保険で自立と判定された満６５歳以上の方を対象

にしたもので、軽易な日常生活の援助を行うために

ホームヘルパーを派遣し、自立した生活の継続を援助

しています。

寝具の洗濯・乾燥サービス事業
　おおむね３カ月以上在宅で寝たきり状態の満６５歳以

上の方を対象にしたもので、健全で安らかな生活を営

むために日常使用している寝具の洗濯・乾燥を行って

います。

　　　▽６月のサービス

　　　■日　時　６月１７日（火）に回収し、

　　　　　　　　６月２４日（火）に配送

　　　■枚　数　掛けふとん・敷きふとん・

　　　　　　　　毛布各１枚（洗濯・乾燥とも）

　　　■申込期限　６月１０日（火）

　　　■申し込み・問い合わせ先

　　　　健康介護課介護保険係

　　　　�（４８）１１１１（内２２８・２９０）

配食サービス事業
　食事を作ることが困難な状況のおおむね６５歳以上の

一人暮らしの高齢者または高齢者夫婦世帯などに、配

食サービスを実施しています。日曜日を除く毎日で、

祝日も実施しています。

タクシー料金の助成事業
　満７０歳以上の方に、タクシーの初乗り料金（基本料

金）を助成しています。（町と契約している会社に限り

ます。）

　助成券は年間３０枚交付しています。

温水プール利用料の助成事業
　満６５歳以上の方に、東部知多温水プール利用料の半

額を助成しています。

緊急通報装置設置事業
　おおむね６５歳以上で一人暮らしの高齢者または高齢

者夫婦世帯を対象にしたもので、安心して生活できる

手助けとなるように、緊急通報装置を設置します。

徘徊高齢者家族支援サービス事業
　常時徘徊癖のあるおおむね６５歳以上の方を対象にし

たもので、位置確認のための発信機を貸し出していま

す。

家族介護用品支給事業
　在宅で常時紙オムツなどの介護用品の利用を必要と

する重度の要介護状態の方（住民税非課税世帯の方に

限ります。）の介護者に、介護用品購入のクーポン券を

支給しています。

家族介護慰労事業
　過去１年以上介護保険サービス利用をすることな

く、重度の要介護状態にある住民税非課税世帯の高齢

者を介護している家庭に対して、慰労金を支給してい

ます。

高齢者健康保持対策事業（宅老所）
　家に閉じこもりがちな高齢者が一日を楽しく過ごす

ために、南部、宮津、福住、草木の各地区で宅老所を

開設しています。おおむね６５歳以上の方が対象で、趣

味活動や軽運動などを行います。

住宅用火災警報器設置事業
　住民税課税者のどなたにも扶養されていない一人暮

らしの高齢者で、満６５歳以上の住民税非課税者を対象

にしたもので、火災から生命および財産を守るために

住宅用火災警報器を自宅に設置します。

　　　　　介護保険制度や

　　　　　高齢者福祉サービスの窓口
　　　　　  ■健康介護課介護保険係

　　　　　　  �（４８）１１１１（内２２８・２９０）

　　　　　  ■地域包括支援センター

　　　　　　  �（４８）１１１１（内３１８・３１９）

　　　　　  ■在宅介護支援センター

　　　　　　  （阿久比一期一会荘内）　

　　　　　　  �（４７）０６３９

　　　　　　  ※　在宅介護支援センターは

　　　　　　　  ２４時間対応しています。

�

�

�

�

�����������������������

�����������������������

� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �



３

●広 ●報 ●あ ●ぐ ●い 2014年 6月1日号

　阿久比町では、平成６年７月１日に開催した「ほたるサミットあぐい’９４」を記念して、７月１日を「あ
ぐいほたるの日」としています。
　さらに、町制施行５５周年記念事業として平成２０年１２月に開催した「子ども議会」での提案を受け６月２０
日～７月１０日を、町民こぞってホタルを見に出掛ける期間「ホタルと一緒に自然を守らナイト」としてい
ます。
　ホタルは環境のバロメーターです。家族や友人と水田などにホタルを見に出掛け、命や自然の大切さを
今一度、小さな淡い光を通して見つめ直し、考える機会にしてください。

ほたる観察会を開催します
　ふれあいの森ホタル養殖場と観察室を夜間開放します。養殖場で育てられたヘイケボタ
ルが淡い光を放ち飛び交う姿を、ホタル専門員の説明とともに観察できます。入場無料で
す。駐車場には限りがあります。ご来場の際は、徒歩や自転車、公共交通機関や乗り合わ
せでお願いします。
■日　時　６月２７日（金）、２８日（土）、２９日（日）午後７時３０分～午後９時
　　　　※　雨天でも開催します。
■場　所　ふれあいの森　ホタル養殖場・観察室
■問い合わせ先　建設環境課環境係　�（４８）１１１１（内３１０・３１７）

ほたるポスター作品展
　小中学生が描いたホタル保護啓発ポス

ターの優秀作品を展示します。

　力作ぞろいですので、ご覧ください。

■日　時　６月１４日（土）～２９日（日）

　　　　　午前９時～午後７時

　　　　　（２７日～２９日は午後９時まで）

■場　所　ふれあいの森　体育室

東部小学校「ホタル鑑賞会」
　東部小学校の「ホタルワールド」と「ホタルと出
会う部屋」を夜間解放します。子どもたちが飼育し
たホタルをご覧ください。
　駐車場には限りがあります。車での来場は控える
ようお願いします。
■日　時　６月２４日（火）午後７時４５分～午後９時
　　　　　※　雨天の場合は２５日（水）に延期
■問い合わせ先　東部小学校　�（４８）００４１

　この事業は「住民税１％町民
予算枠制度」わくわくコラボ事
業として採択された事業です。

��������������		
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　町商工会青年部は、昨年開催したキャンドルナイト２０１３の２倍となる４,０００個

のキャンドルに明かりをともし、ゆるやかで暖かな光でふれあいの森を彩り、幻

想的な世界をつくりあげます。

　ほたる観察会と同日開催です。皆さんのお越しをお待ちしています。

■日　時　６月２９日（日）午後７時３０分～午後９時

■場　所　ふれあいの森（小雨決行。雨天の場合は７月２６日（土）に延期）

■主催・問い合わせ先　阿久比町商工会青年部　�（４８）７０８５
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　生涯学習フェスティバルと第４１回文協まつりが、中央公民館や阿久比中学校など
を会場に５月１０日、１１日、１７日、１８日の４日間にわたり開催されました。南部小学
校や阿久比中学校では、生涯にわたる体力向上を目的とした体力テストやミニテニ
スが行われました。中央公民館や勤労福祉センター（エスペランス丸山）では、公
民館などを学習の場としている文化協会所属の皆さんが、日頃行っている活動の成
果を発表する総合展示会や芸能大会が行われました。キッズ屋台村や更生保護女性
会が行うチャリティーバザーなども行われ、多くの人でにぎわいました。

　各小学校から選抜された選手が集まる阿久比町陸上大会が、５
月１６日にスポーツ村で行われました。参加した選手は学校の代表
として、自分の目標記録に向かって最後まで全力を尽くしました。

各種目で１位に輝いたのは、次の皆さんです。

【男子の部】▽１００メートル４年　延時　晨（東部小）▽同５年　畑
原　颯（南部小）▽同６年　関　陽大（英比小）▽８００メートル５
年　井口　大輔（英比小）▽同６年　新美　颯士（東部小）▽走
り幅跳び４年　岩川　沙裕（東部小）▽同５年　榊原　大紀（東
部小）▽同６年　新美　幸生（南部小）▽走り高跳び５年　モイ
セエフ　イリヤー（東部小）▽同６年　安居　賢生（南部小）▽
ボール投げ４年　森　大空（草木小）▽同５年　柴田　翔瑛（南
部小）▽同６年　新美　翔大（南部小）▽４００メートルリレー４年
　東部小▽同５年　東部小▽同６年　英比小
【女子の部】▽１００メートル４年　澤田　理紗（英比小）▽同５年
　森田　�々子（英比小）▽同６年　新美　悠奈（南部小）▽８００
メートル５年　伊井　梓（英比小）▽同６年　山本　睦乃（英比
小）▽走り幅跳び４年　外山　花鈴（英比小）▽同５年　本多　
結羽（英比小）▽同６年　吉田　穂乃華（東部小）▽走り高跳び
５年　山本　芽依（英比小）▽同６年　磯部　仁以奈（東部小）
▽ボール投げ４年　井手　希星（草木小）▽同５年　青木　友里
（東部小）▽同６年　棚辺　玲菜（東部小）▽４００メートルリレー
４年　英比小▽同５年　英比小▽同６年　東部小
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あなたは写っていませんか。もし写っていれば、写真をおわけしますので連絡ください。　　政策協働課�（４８）１１１１（内３０３）

● ホタルの放流のお手伝い ● 優良児童・生徒の表彰式が行われました

児童福祉週間（５月５日～１１日）に合わせ、郡内の
優良児童・生徒や子ども会などの表彰式が５月９日、
美浜町保健センターで行われました。式では、他の模
範となっている優良児童・生徒と優良子ども会が表彰
されました。阿久比中学校の片山登満さんは、表彰を
受けて「今回の表彰は友達や先生方、そして両親の支
えがあったからです。これからは、自分が他の人の支
えになれるよう生活していきたいです」と語りまし
た。阿久比町で表彰されたのは次の皆さんです。（敬
称略）
○優良児童生徒　星野琳香（東部小）、及川朋香（英
比小）、竹内颯吾（草木小）、田中瑠音（南部
小）、片山登満（阿久比中）

○優良子ども会　板山子ども会

幼虫を優しく放流する園児
白沢にある坂部三郎さんが管理している休耕田を利
用したビオトープで５月１２日、英比保育園の年長児が
ヘイケボタルの幼虫を放流する手伝いをしました。毎
年坂部さんは、保育園の園児をビオトープに招き、ホ
タルの幼虫の放流やザリガニつりといった自然とふれ
あう場を提供しています。ビオトープに着いた園児た
ちは、早速アメンボやテントウムシなどの昆虫に触れ
たり、ささ舟を作ったりして自然を満喫。最後に、一
万匹のヘイケボタルの幼虫を放流しました。「大きく
なってね。また来るからね」と声をかけ、コップに
入った幼虫を優しく放流していました。

●ふれあいの森は楽しいよ

ヨーヨーつりを楽しむ子どもたち
「ゴールデンウィークはふれあいの森に行こう」

が、５月３日から５日まで行われました。「こどもの
日」となった５日には、こいのぼりづくり、ヨーヨー
つり、パターゴルフの無料開放などのイベントが開催
され４００人ほどが訪れました。ヨーヨーつりに真剣な
表情で臨む子どもたち。こよりが水にぬれないよう
に、まばたきを惜しむほど集中していました。体育室
で行われたこいのぼりづくりに参加した子どもは、
「お母さんと一緒だったから、上手に作ることができ
た」と話し、完成したこいのぼりを手に満足そうな表
情でした。

● ホタル音頭を踊ったよ

そろって踊る児童たち
東部小学校で５月９日、子どもたちが地域の有志の
方から「ホタル音頭」を習う講習会がありました。東
部小学校は、毎年運動会で学校と地域が一つになって
ホタル音頭を踊るため、全学年を対象に講習会が行わ
れています。３時間目に１年生が、ホタル音頭に初挑
戦。初めてなので少し緊張した面持ちでしたが、練習
が始まるとめきめき上達。音楽に合わせて上手に踊っ
ていました。有志の方は「子どもたちの覚えの早さに
は感心する。うまく踊っている様子を見るとうれしい
ね」と話しました。
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平成２６年度 阿久比町教育指針を策定
　前号に引き続き、平成２６年度「阿久比町教育指針」を紹介します。今回は社会教育について取り上げま
す。この指針をもとに、学校、家庭、地域と行政が協働し、教育をすすめていきます。皆さんのご理解、
ご協力をよろしくお願いします。

２  社会教育
　余暇時間の増大に伴い、ボランティア活動やさまざまな学習活動に取り組み、いつも生きがいをもっ
て暮らしたいという考え方が浸透している。そこで、余暇・レクリエーション活動や学習活動の参加意
欲に対応できる施設の整備や学習機会および情報の提供、人材の育成などを含め、住民が生きがいをもっ
て生活することができる生涯学習の取り組みが必要になる。
　そのため、社会教育委員の指導・支援により、阿久比町の社会教育の方向や抱える諸問題を解消して
いくための具体的な事項の検討が必要になる。

１　生涯にわたる多様な学習機会の提供と支援を図る。
２　家庭教育及び青少年健全育成の推進を図る。
３　人権教育と男女共同参画社会の推進を図る。
４　文化・芸術・スポーツ活動の支援と充実を図る。
５　文化財の保護・保全を図る。

（１）生涯学習活動の支援（公民館活動・図書館活動を含む。）
ア　住民の生涯学習活動の拠点となる施設（中央公民館・図書館）の充実および施設整備に努め、利
用促進を図る。
イ　読書は、豊かな人間性を培い、言語力・言語活動の基礎となるものである。住民が利用しやすい
図書館とするため、図書資料の充実、新刊図書情報の提供に努め、図書館の利用拡大と住民サービ
スの向上を図る。
ウ　子どもたちの自主的な読書活動を進めるために、幼保小中一貫教育プロジェクトとの連携を図り、
発達段階に応じた読書活動ができるよう子ども読書活動推進計画に基づき、読書環境の整備・充実
を図る。
エ　関係機関との連携を図り、住民の多様なニーズに対応した学習プログラムや講座の開設など、住
民の学習機会の拡充に努める。
オ　住民の学習意欲の向上を図るため、生涯学習情報の提供や指導者の育成などを図る。

（２）家庭教育と青少年健全育成の推進
　　ア　ビーチボールバレー大会・凧あげ大会など地域や親子のふれあいを深める活動を行う。
イ　青少年の健全育成に資する団体との連携・協調を深め、効果的な健全育成活動、啓発活動に取り
組む。
ウ　児童・生徒の豊かな人間性や社会性を育むため、多様なボランティア活動や体験活動の推進を図る。

（３）人権教育と男女共同参画の推進
　　ア　差別や偏見のない明るい社会を実現するため、住民一人一人の人権意識の高揚を図る。
　　イ　「阿久比町男女共同参画プラン」を推進し、男女共同参画社会の実現を目指す。
（４）文化・芸術・スポーツ活動の支援
ア　住民の文化・芸術活動への支援を充実するとともに、文化協会・サークルなどの育成に努め、活
動発表の場の整備を推進する。
イ　総合型スポーツクラブの発展に向けて、体育協会との連携を強化し、会員数の増加を図りスポー
ツの幅広い普及に努める。

（５）文化財の保護・保全
・　町内に多く残る貴重な文化財の保護・保全を図るとともに、文化財への関心を高める活動を推進
する。



７

●広 ●報 ●あ ●ぐ ●い 2014年 6月1日号

231

梅梅梅梅梅梅梅梅梅梅梅梅梅梅梅梅梅梅梅梅梅梅梅梅梅梅梅梅梅梅梅梅梅 雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨 入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入りりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりののののののののののののののののののののののののののののののののの 季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季 節節節節節節節節節節節節節節節節節節節節節節節節節節節節節節節節節 ででででででででででででででででででででででででででででででででで すすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすす
　地域によって違いはありますが、６月から７月中旬にかけては、梅雨で雨の多い季節になります。

この時季は、梅雨前線や台風の活動に十分注意して、日ごろから風水害に備えてください。

　梅雨の終わりごろによく起こるといわれている集中豪雨は、短時間に比較的狭い地域で集中し

て降る豪雨のことで、発生すると、中小河川の氾濫による浸水や土砂崩れなどの被害が予想され

ます。河川から離れていたり、低地でなかったりする地区でも、浸水被害（内水氾濫）が発生す

ることがありますので注意が必要です。降雨時の水路やため池の見回りなどには、特に注意して

ください。

　「阿久比町防災マップ」で災害危険箇所を確認することがで

きます。（阿久比町防災マップは、町のホームページにも掲載

しています。）いざというとき、すばやく行動できるように普

段から備えることが重要です。

　半田消防署阿久比支署では、水難事故や水害などが発生し

た場合、人命救助、水防活動が円滑に実施できるように救命

ボートを使用した救助訓練を毎年実施しています。今年も草

木の下芳池で、５月１４日と１５日に訓練を行いました。

『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報キキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッットトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトト』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』ををををををををををををををををををををををををををををををををを備備備備備備備備備備備備備備備備備備備備備備備備備備備備備備備備備えええええええええええええええええええええええええええええええええててててててててててててててててててててててててててててててててていいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいままままままままままままままままままままままままままままままままますすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかか
◎使用方法
１．容器に同封の「救急情報用紙」に必
要事項を記入して写真を貼り、関連
書類一式をホチキスなどでとじる。
（世帯内の各人分を用意する。）

�
２．１で準備したものを容器に入れ、容
器を冷蔵庫扉の内側に収納する。

�
３．付属のマグネットシールを冷蔵庫扉
の外側に、紙のシールを玄関ドア内
側の右上に貼る。

　町では、救急時の迅速な救急活動につなげる
ため、「救急医療情報キット」を配布しています。
　「救急医療情報キット」は、「かかりつけ病院」
「服薬内容」などの医療情報や、「健康保険証の
写し」「薬の説明書」などの情報を専用の容器に
入れて、自宅に保管しておくことで、安全・安
心の確保を目的として万一の救急時に備えるた
めのものです。
　容器内の情報が古く
ならないよう変更が
あった場合は、その都
度修正・変更してくだ
さい。
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■制度の内容
　児童手当と特例給付は、１５歳到達後の最初の３月３１日（中学校修了
前）までの児童を養育している父母などに支給されます。
　日本国内在住（法令で定める「留学」に該当する場合も含まれま
す。）の児童が、支給対象です。

　児童手当　３歳未満　　　　　　　　　　　　　　：月額１５,０００円 
　　　　　　３歳以上小学校修了前（第１子・第２子）：月額１０,０００円 
　　　　　　３歳以上小学校修了前（第３子以降）　　：月額１５,０００円 
　　　　　　中学生　　　　　　　　　　　　　　　：月額１０,０００円 
　　　　　※　１８歳到達後の最初の年度末までの間にある児童の人数

で第１子・２子 ･･･ と数えます。
　　　　　　　３歳年齢到達月の翌月分から支給額が変わります。（４

月１日生まれの児童を除きます。）

　特例給付　受給者の所得が所得制限額を超過した場合、「児童手当」
は支給されませんが、「特例給付」として支給対象の児童
１人につき月額５,０００円が支給されます。

　【所得制限限度額】　平成２６年６月分～平成２７年５月分の間は、受給
者の平成２６年度（平成２５年中）の所得を審査しま
す。

　（注１）「扶養親族等」とは、税申告した扶養親族等の人数です。
　（注２）給与収入のみの場合で計算していますので、ご注意ください。

　支給時期　平成２６年６月１０日（平成２６年２月分～５月分） 
　　　　　　平成２６年１０月１０日（平成２６年６月分～９月分） 
　　　　　　平成２７年２月１０日（平成２６年１０月分～平成２７年１月分）

■各種届出のお願い
　手当などを受給されている方は、次の場合には、必ず届出をしてください。必要な届出は、事由発生日の翌日から数えて１５日以内
にしてください。届出がないと、手当などを受給できない月が発生したり、支給した手当などを返還していただいたりすることがあ
ります。

・受給者や児童が阿久比町から転出するとき 
・受給者や児童の住所が変わったとき 
・受給者や児童の氏名が変わったとき 
・振込指定口座を解約、変更するとき（受給者名義の金融機関に
のみ変更可能）
・振込指定金融機関および支店が統廃合などで変更になったとき 
・新たに児童を養育することとなったとき、児童を養育しなく
なったとき 

・児童が児童福祉施設などに入所したとき、退所したとき 
・未成年後見人に選任されたとき、解任されたとき 
・公務員になったとき（派遣先から帰任したときを含む。）、公務
員でなくなったとき 

・配偶者が公務員であり、配偶者の所属庁にて児童手当を受給す
るとき 

・児童の父母のうちで主たる生計維持者が変更となったとき 
・その他家庭状況に変更があったとき

■現況届

　手当などの制度上の年度は、毎年６月～翌年の５月です。手当などの受給者は、６月に年度更新のために「現況届」を提出
してください。（詳しくは、届出用紙と記入の説明書を送付しますので、そちらを参照してください。）
　現況届の提出で、新年度も継続して手当などを受給できるかどうかの審査が可能になります。提出されない場合は、６月分
以降の手当などを支給できません。

■認定請求（申請）
　出生や転入など新たに児童手当と特例給付（合わせて
「手当など」と以下の文章で呼びます。）の申請事由が生
じた方は、受給するための認定請求（申請）が必要です。
申請者は、児童の父母などのうち、主たる生計維持者（恒
常的に所得の高い方）となります。
　公務員（民間企業などへ派遣、独立行政法人や国立大学
法人勤務を除く。）は、所属庁で申請してください。 
　手当などは、申請月の翌月分から支給対象となります。
（出生や転入が月末の場合、申請日が事由発生日の翌日か
ら数えて１５日以内であれば、事由発生月の翌月分から支給
対象となります。）

　申請に必要なもの
　・印鑑 
　・申請者の健康保険証の写し 
　・申請者名義の振込口座のわかるもの 
　・平成２６年度住民税課税（非課税）証明書（申請者が平
成２６年１月１日時点で阿久比町に住民票がない場合に
必要です。証明書には、所得額・扶養人数・控除額の
記載が必要です。源泉徴収票、税額決定通知書では受
付できません。） 

　※　申請者が国内在住の児童と別居している場合は、次
の書類も必要です。

　・別居児童に関する監護事実の同意書 
　・児童の属する世帯全員の記載された住民票の写し 
　※　状況によっては、その他の書類を別途提出していた
だくこともあります。

〈寄附について〉
　次代の社会を担う児童の健やかな育ちの支援のため、子
育て支援事業への活用を希望する方は、手当などの全部ま
たは一部の支給を受けずに、町に寄附することができます。
　寄附を希望する方は、子育て支援課まで「児童手当に係
る寄附の申出書」を提出してください。申出書を手当支払
月の前月１０日までに提出すると寄附できる仕組みです。

収入額での目安（注２）所得額（万円）扶養親族等（注１）の人数
８３３.３６２２.００人
８７５.６６６０.０１人
９１７.８６９８.０２人
９６０.０７３６.０３人
１,００２.１７７４.０４人
１,０４２.１８１２.０５人

以降１人につき所得額に３８万円ずつ加算６人以上

児童手当制度についてのご案内

■問い合わせ先　子育て支援課　�（４８）１１１１（内３０１）
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　「子どもと本を読もう！」では、阿久比町子

ども読書活動推進計画の取り組みと図書館員

お勧めの本を紹介していきます。

　６月におすすめの本

『だいすきとうさん』
さとうわきこ作

　とうさんとぼくはだいの　
なかよし。でも、とうさんは
旅に出る。「とうさん、早く
帰ってきて！」お父さんと一
緒にいると楽しいことがいっ
ぱい！
（幼児向け）

『進め！サムライブルー』
林　壮一作

　今月、サッカーのワールド
カップブラジル大会が開催さ
れます。優勝を目指すサッ
カー日本代表の成長の２０年
史。
（小学校高学年向け）

　保健センターで行われるペア教室で、もうす
ぐ赤ちゃんを迎えるパパとママに読み聞かせの
大切さを伝えています。
（ペア教室での本の紹介）

　町では、対象世帯となる今年１月の児童手当・特例給付の支給対象者に、案内を送付し、次のとおり受付
を行います。（支給の可否については、所得制限などの条件があります。）
　該当すると思われる方は、申請手続きを行ってください。また、案内が届いていない方は、お問い合わせ
ください。
■申請期間　６月２日（月）～９月３０日（火）
　※　土、日、祝日を除く午前８時３０分～午後５時１５分
■申請先　子育て支援課
■申請方法　子育て支援課窓口に提出または郵送
■提出書類　申請書（案内に同封）
■持ち物　認印
　※　注意事項　申請期間外の申請や今年１月１日時点で阿久比町に住民票がない方の申請は受け付けられ

ません。

公務員の方へ
　阿久比町にお住まいの公務員で、所属庁から児童手当などを受給されている方には、本町からの案内は送
られません。所属庁での案内に従い、上記の期間に申請手続きを行ってください。
■持ち物　申請書（給付金・手当兼用の愛知県様式）、認印、所属庁で発行された児童手当受給証明書、証
明書に記載された口座の預金通帳（表紙見開きページの写し）

給付金・手当の支給
■支給時期　６月中に申請された方は８月下旬、７月以降に申請の方は１０月下旬を予定
■支給方法　原則、児童手当等の振込口座に入金
■問い合わせ先　子育て支援課　�（４８）１１１１（内２２６、３０１）

　今年度、消費税率の引上げの影響を緩和するため、子育て世帯に臨時的な給付金および手当が支給
されます。

☆図書館員のつぶやき☆
　６月の父の日。大切な人と一緒に本を読
んでみませんか。

■問い合わせ先　町立図書館　�（４８）６２３１
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　今月は、特定健康診査（以下文中では「特定健診」とします。）や人間
ドックの結果から分かる、生活習慣改善のポイントを紹介します。
　

血圧が高い・・・高血圧

　高血圧は日本人に非常に多く、平成２２年国民健康・栄養調査によると、男性の６０パーセント、女性の４４.６パーセ
ントが高血圧症と診断されています。高血圧は動脈硬化を進行させ、ときに命に関わる脳卒中や心筋梗塞などの重
大な疾患につながる恐れがあります。

〈高血圧を予防・改善する主なポイント〉

　

ＬＤＬコレステロール・中性脂肪が高い、ＨＤＬコレステロールが低い・・・脂質異常症

　脂質異常症とは血液がドロドロの状態です。血液中に含まれるコレステロールや中性脂肪が異常に増えたり、善
玉とされるHＤＬコレステロールが不足したりする病気です。脂質異常症は、痛くもかゆくもないため放置されが
ちですが、血管壁が厚くなり弾力を失って動脈硬化を促進します。

〈脂質異常症を予防・改善する主なポイント〉

　

空腹時血糖・ ＨｂＡ１ｃ が高い、尿糖が出ている・・・高血糖
ヘモグロビンエーワンシー

　高血糖とは、すい臓で作られるインスリンというホルモンが不足したり働きが鈍くなったりして、血糖値が高い
状態をいいます。過剰な血中ブドウ糖の影響で全身の血管や神経が傷つき、高血糖から糖尿病へと進行し、さまざ
まな臓器の障害を引き起こします。　　

〈高血糖を予防・改善する主なポイント〉

大切なあなたを守る特定健診・特定保健指導　Vol.6

★生活習慣改善のポイント★

■問い合わせ先　住民福祉課国保年金係　�（４８）１１１１（内２１４・２１６）

次回は「特定保健指導とは」について紹介します。

①塩分・ストレスに気を付けましょう
■食品に含まれる塩分を気にする。
■果物を１日１回食べる。（果物に多く含まれるカリ
ウムにはナトリウムを体外に排出する働きがあり
ます。目安：みかん中２個・リンゴ中２分の１個）

■ストレスを溜めない。

②定期的に血圧を測りましょう
■時間を決めて測定する。（朝・夜）
■生活の記録を取る。（体調や忙しさ、飲酒など）
■心臓と同じ高さで測定する。

①血液がサラサラになる食品を
積極的に食べましょう

■青魚を刺身や焼き魚、煮魚で食べ
る。
■納豆・おからなどの大豆製品を食
べる。
■食物繊維やビタミンが豊富な野
菜、きのこ、海藻を多く食べる。

②血液をドロドロにする食品を
控えましょう

■鶏卵、魚卵、ウナギなどを控える。
■バターやチーズなどの乳脂肪分が
高いもの・インスタントラーメ
ン・チョコレートなどを控える。

■揚げ物や脂身の多い肉を控える。
■アルコールを控える。

③適度に運動し
ましょう

■まずは１０分間運動
する。（今より１０
分間多く体を動か
すだけでも健康寿
命が延びるといわ
れています。）

①適正体重を維持しましょう
■腹八分目（あと一皿、あと一口
と思ったところでやめる。）
■ながら食いはやめる。
■間食を控える。

②無理のない適度な運動をしましょう
■テレビを見ながらストレッチをする。
■少し早目を意識して歩く。
■運動は、食後１～２時間後に行う。（食後の血糖上昇が抑えられ
ます。）

■楽しんでできる運動を選ぶ。

健診を受けて結果が届い
たら、ぜひチェックして
みてください！ 
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※　短期大学とは、高等専門学校、専修学校専門課程（学校教育法に規定する専門学校で、修学年限が２年以
上、１,６００時間以上の授業の履修を義務付けられているもの）を含む。
※　Ａ日程（今回実施）、Ｂ日程（９月２１日実施、職種：一般事務職・技術職、受験資格：高等学校卒業以上）
と２回の試験を予定しています。今回行うＡ日程と次回行うＢ日程の併願はできません。
※　地方公務員法第１６条に規定する欠格条項に該当する方は受験できません。
※　卒業見込みの方が卒業できなかった場合は、採用を取り消します。

■提出書類　
　・試験申込書（撮影後６カ月以内の写真を添付した規定様式）
　・受験票（上記の試験申込書と同じ写真を添付した規定様式）
　・身体障害者手帳の写し【一般事務職（身体障害者）を受験される方のみ】
※　第１次合格者は、通知する指定期日までに次の書類を提出してください。
　・最終学校の卒業（見込）証明書または卒業証書の写し
　・健康診断書（平成２６年４月以降発行で身長、体重、血圧、視力、尿検査、胸部X線撮影結果を含むもの）

■受付期間
　６月２日（月）～６月２７日（金）午前８時３０分～午後５時１５分
　（土曜日、日曜日は、受け付けを行いません。提出書類は必ず本人が持参してください。）
■試験日程
　▽第１次試験　７月２７日（日）　午前１０時～
　　〈教養試験、適性検査、小論文〉
　▽第２次試験　８月２２日（金）、８月２５日（月）
　　〈個人面接試験、集団討論〉
■試験会場　町立中央公民館
※　町職員採用試験は、皆さんの申し込みによって試験の準備が行われます。
　　試験は、町民の皆さんの貴重な税金を使って実施されますので、試験を申し込まれる方は必ず受験してくだ
さい。
■問い合わせ先　
　総務課人事秘書係　�（４８）１１１１（内線２３７）

■職種、受験資格および採用予定人員

採用予定受　　験　　資　　格職　　種

１０人程度

昭和５４年４月２日以降生まれの方で、短期大学※以上を卒業または
平成２７年３月に卒業見込みの方

一般事務職

昭和５４年４月２日以降生まれの方で、短期大学※（建築課程専攻又
は土木課程専攻）以上を卒業または平成２７年３月に卒業見込みの方

技　術　職

１人程度

次のいずれにも該当する方
・ 昭和５４年４月２日以降生まれの方で、短期大学※以上を卒業また
は平成２７年３月に卒業見込みの方

・ 身体障害者手帳の交付を受けている方で、自力による通勤、介助
者なしで職務遂行が可能な方。また、活字印刷文による出題に対
応できる方

一般事務職
（身体障害者）

町職員を募集～阿久比の未来を共につくろう～ 
　役場新庁舎建設が始まり、前進する阿久比町で共に働く仲間（平成２７年度採用）を募集します。阿久比町は、
あなたのチカラを待っています。

試験申込書、受験票は役場総務課窓口に用意してあります。町ホームページからのダウンロードも可能です。
http://www.town.agui.lg.jp/ka/２７saiyo.html
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　風疹（ふうしん）が全国的に流行してい
ます。妊娠初期（２０週ごろまで）の妊婦が
風疹に感染すると、赤ちゃんの耳や目、心
臓に障がい（先天性風疹症候群）を引き起
こすことがあります。妊婦を風疹から守り、
予防接種費用の負担軽減のため、町では接
種費用の一部を助成します。
　助成対象の接種希望者は、保健センター
（オアシスセンター内）の窓口で申請し、
実施医療機関でワクチン接種してくださ
い。申請の受付時間は、平日の午前８時３０
分～午後５時１５分です。
　申請の際は抗体検査の結果表と印鑑（認
印可）をご持参ください。
■助成対象　町内在住の（住民票がある）
妊娠を希望する女性で、次の項目に全て
に該当する方
①出産経験がない方
②風疹の抗体検査で、風疹に対する免疫が不十分と判断された方
　・HI 法によるHI 抗体価が１６倍以下
　・EIA 法による EIA 価が８.０未満
※　他の検査法の基準もあります。詳細はお問い合わせください。
※　検査協力医療機関の抗体検査を無料で受けることができる場合があります。詳細は愛知県のホームページ
でご確認ください。http://www.pref.aichi.jp/０００００７０３１８.html
③風疹ワクチンの予防接種【麻疹（ましん）・風疹混合ワクチンを含む】の予防接種を受けたことがない方
④風疹にかかったことがない方
■助成額　５,０００円
■実施期限　平成２７年３月３１日
■問い合わせ先　健康介護課保健係　�（４８）１１１１（内３１１・３１２）

風疹の予防接種 
費用を助成 

風疹の予防接種 
費用を助成 

風疹の予防接種 
費用を助成 

������� 6 月 8 日（日）～ 14日（土）
�������	
�������������

電話番号
（市外局番は０５６９）

医療機関名（住所）

（４８）２１３１飯塚医院（福住字六反田１-９）
（４８）６３００ちた整形外科クリニック（阿久比字東向山６-２９）
（４８）５５５１東ヶ丘クリニック（福住字高根台１１-６）
（４８）３７３７山田内科（草木字平井堀３）
（４８）８７８７浅井外科（白沢字天神前３３-２）
（４８）７７０３広渡レディスクリニック（白沢字天神前２７）
（４８）８８６６阿久比クリニック（卯坂字米山１-１）
（４８）９０７４ハーブ内科皮フ科（横松字宮前６７）
（４９）２５２５高津耳鼻咽喉科（白沢字天神裏４１-２）
（４８）０２０２渡辺クリニック（白沢字天神裏１０-８）
（４９）２１００岡田ハートクリニック（椋岡字角前田５２-３）
（４７）１２７５竹内整形外科・内科クリニック（萩字新川３５）
（４９）３３２２眼科冨田クリニック（白沢字二反ノ田５７）
（４９）０３７３あぐい南クリニック（矢高字高岡北８６）
（４９）３１５４すみやクリニック（宮津字宮天神２４-１）
（８９）２０２０あぐい小児科クリニック（福住字坊田３４）

■実施医療機関

　私たちの生活の中で危険物は、ガソリン・灯油・軽油といった自動車用・暖房用
燃料をはじめ、化粧品、医療品などに含まれています。危険物は、私たちの生活に
無くてはならない身近で便利なものとなっている反面、一つ取扱いを間違えると一
瞬にして大事故につながります。正しい知識を持ち、正しい取扱いをしてください。
　今日、石油類をはじめとする危険物は、事業所等において幅広く利用されるとと
もに、国民生活に深く浸透し、その安全確保の重要性は益々増大しています。事業
所における自主保安体制の確立を呼びかけるとともに、広く国民の危険物に対する
意識の高揚と啓発を図るため６月第２週の日曜日から土曜日までの１週間を『危険
物安全週間』として平成２年に消防庁が制定し、毎年この時期に各種行事を実施し
ています。
◎火災予防上の注意事項
◇付近で火気を使用しない
◇容器は地震などで容易に転倒、転落しないような措置をする。
◇風通しのよい場所で保管する。
◇蒸気の発散を防ぐためにふたは必ず密栓する。
■危険物の保管・取扱いについての相談・問い合わせ先
知多中部広域事務組合消防本部予防課　�（２１）１４９１
電子メール yobou１１９@cac-net.ne.jp　ホームページ http://www.cac-net.ne.jp/̃chitachu/

電波利用環境保護
周知啓発強化期間

６月１日～６月１０日
◆無線機の使用には技適マークの確認を！
◆電波の利用には、原則免許が必要！
◆外国規格の無線機は国内では使用で
　きません。
■問い合わせ先
　総務省東海総合通信局
　【不法無線局の相談】�０５２（９７１）９１０７
　【テレビなどの受信障害の相談】
　�０５２（９７１）９６４８

私は守ります。
電波のルール
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青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員ののののののののののののののののののののののののののののののののの皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆さささささささささささささささささささささささささささささささささんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんででででででででででででででででででででででででででででででででですすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすす（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬称称称称称称称称称称称称称称称称称称称称称称称称称称称称称称称称称略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略）））））））））））））））））））））））））））））））））
氏　名行政区氏　名行政区氏　名行政区

森下　　剛阿久比角屋　明美福住園高台新實　勝博横　松

松岡　義則椋　岡竹内　　守白　沢吉澤　清和萩

岩井　信之矢　口牛田　千鶴白沢台山下　源幸宮　津

石川　秀夫高　岡河合　ひろ美高根台田中　正義宮津団地

一之瀬　春樹植溝上　定男メイツ巽ヶ丘清家　信二宮津山田

榊原　秀幸大古根伊藤　博子坂　部永坂　昌也陽なたの丘

大澤　真理卯之山田中　博美板　山

伊藤　正明阿久比団地会　長　　　

伊藤　誠一郎
福　住

本山　清紀草　木

活動内容
　青少年健全育成地区推進員は、各地区から推薦された皆さんで、地区の
青少年を育てる会、子ども会などと連携し、地域における青少年の健全な
育成に努めています。
　非行防止啓発活動や環境美化運動などの町全体の事業にも熱意を持って
取り組み、青少年の健全育成に理解を深めてもらうように活動しています。
■問い合わせ先
　社会教育課社会教育係
　�（４８）１１１１（内２６２） 駅前啓発活動（平成２５年１１月）

�

　各地区で開催される盆踊り大会
や、８月１６日開催予定の「あぐい
ふれあい盆踊りの夕べ」で踊るた
めの講習会です。阿久比町文化協
会の翁菊民踊研究会と翁彩民踊研
究会の指導で、次のとおり開催し
ます。一人でも多くの方が本番で
楽しく踊っていただけるように、
皆さん参加してください。
■日時
７月３日（木）、８日（火）午前１０
時～正午
７月１１日（金）、１３日（日）午後７
時～午後９時
■会場
勤労福祉センター（エスぺラン
ス丸山）

�

社会教育課公民館係
�（４８）１１１１（内２６１）

●盆踊り講習会を開催

問い合わせ先

　昨年、好評をいた
だきましたリユース
市を今年も実施しま
す。 
　子どもの成長に伴
い家庭で不要になっ
た子ども用品を回収
し、希望者に無償で
配布します。 

■実施主体 
　阿久比町 
■実施委託 
　ＮＰＯ法人もやい 
■問い合わせ先 
　子育て支援課 
　fl（４８）１１１１ 
　（内２２６・３０１） 

◎開催日など 
　　　　６月２０日（金） 
　　　　９月１９日（金） 
　　　　１２月１９日（金） 
平成２７年３月２０日（金） 
○時間　いずれも午前１１時～正午 
○場所　勤労福祉センター（エスペランス丸山） 
※今年から、大型用品（ベビーベッド、 
　チャイルドシートなど）は、抽選とします。 
◎リユース用品の収集 
　リユースボックスを下記の場所に置いて、 
用品を収集します。提供をお願いします。 

※　運営をお手伝いいただけるボラン 
　ティアを募集しています。 

役場、子育て支援センター「あぐ
ぴっぴ」、オアシスセンター（保
健センター）、児童館、町内各保
育園、ほくぶ幼稚園 
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�

　愛知県立半田特別支援学校ふれあ
い相談部では、保育園、幼稚園や学
校生活になじめない、学習に集中で
きないなど、子どもの成長や発達に
関する疑問や不安・悩みについて一
緒に話し合い、安心して子どもを育
てることができるよう、知多半島在
住者を対象に相談を行っています。
　相談は無料です。秘密は厳守しま
すので、安心してご相談ください。
■場　所　半田市福祉文化会館（雁
宿ホール）、半田市立岩滑小学校、
武豊町立武豊小学校、東浦町中央
公民館（文化センター）

�

半田特別支援学校ふれあい相談部
�（２７）７０６１

�

　愛知県教育委員会では、早期教育
相談を実施します。子育てで気にな
ることのある方、子どもに障害があ
ると思われる方、子どもの就学につ
いて相談したい方など、気軽にご相

●ふれあい相談を開催

申し込み・問い合わせ先

●早期教育相談を開催

談ください。
　相談は無料で、予約制です。
■対　象　幼児（３歳以上）～平
成２７年度に小学校入学を迎える
子どもとその保護者
■日　時　７月３１日（木）、８月１
日（金）午前９時３０分～午後４時
３０分
■場　所　半田市立中央公民館
■申し込み方法
　申込票を記入して提出
■申込期限　６月２７日（金）

�

阿久比町教育委員会学校教育課
�（４８）１１１１（内２０５）

�

　障がい者総合支援センターで
は、東海市・知多市・東浦町・阿
久比町の委託事業で障がいの種別
を問わず、障がい者の福祉や生活
に関する相談に応じる相談支援事
業を行っています。
　困りごとや福祉サービスに関す
る巡回相談を次の日時、場所で開
催します。ご参加ください。

申し込み・問い合わせ先

●障がい者巡回相談を開催

■開催日　７月１７日（木）
■時間・場所
▽午前１０時～正午・東海市勤労
センター第２会議室、第３会議
室
▽午後２時～午後４時・中央公
民館３０５号室、３０８号室

■申し込み方法など　６月３０日
（月）～７月９日（水）の期間に電
話で申し込みください。

�

障がい者総合支援センター巡回相
談担当
�０５６２（３１）７１７３

申し込み・問い合わせ先

　７月初旬に行われる農業委
員会委員一般選挙の立候補予
定者説明会を次のとおり開催
します。 
 
■日　時　６月１９日（木） 
　午後４時～午後５時 
■場　所 
　中央公民館　１０３号室 
■立候補要件 
　・年齢が２０歳以上の方で
　次のいずれかに該当する
　方 
　①　町内に住所を有し、農
地（１０アール以上）の
耕作業務を営む方 

　②　①に該当する方の同居
の親族または配偶者で、
年間おおむね６０日以上
の耕作従事日数がある方 

※　会場の都合もありますの
で、参加者は、候補者1人
につき２人以内でお願いし
ます。 
■問い合わせ先 
　選挙管理委員会 
　fl（４８）１１１１ 
　（内２３０・３４１） 

農業委員会委員一般選挙 
立候補予定者説明会 

を開催 

農業委員会委員一般選挙 
立候補予定者説明会 

を開催 
　スポーツ推進委員は、町民の健康増進や体力向上、地域のスポーツ
の促進を図るために阿久比町教育委員会から委嘱された、スポーツの
推進に深い関心と理解を持ち、熱意のある皆さんです。１２人のスポー
ツ推進委員は、地域でのスポーツ指導者、行政とのパイプ役としてさ
まざまなスポーツイベントなどで活躍しています。任期は、平成２６年
度から２７年度の２年間です。
■阿久比町スポーツ推進委員（敬称略）
　○委員長
　竹内　悟司（南部学区）
　○副委員長
　大森　直和（南部学区）、松岡　詳子（英比学区）
　○委員
　新美　智彦（東部学区）、藤原　等（東部学区）、坂部　俊光（英比
学区）、片山　富弓（英比学区）、桑山　
正己（草木学区）、竹内　里枝（草木学
区）、奈切　秀明（草木学区）、新美　智
浩（南部学区）、新美　香（南部学区）

■問い合わせ先　社会教育課
　�（４８）１１１１（内線２６２・２８０）
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�

　６月は「環境月間」です。愛知
県では、県民の皆様に環境につい
ての関心を広め、環境保全の取組
みについての理解を深めていただ
くため、「県民のつどい」を開催し
ます。
■日　時　６月１１日（水）午後１時
３０分から
■会　場　愛知県女性総合セン
ター（ウィルあいち）（名古屋市東区）
■内　容　環境保全関係功労者表
彰式およびイルカさん（シン
ガーソングライター／ IUCN国
際自然保護連合親善大使）によ
る「まあるい地球～未来に向け
て共に生きる～」と題した講演
※　講演のみで歌はありません。

■入場料　無料
■定　員　８００名（先着順）

�

愛知県環境部環境活動推進課
�０５２（９５４）６２０８

�

　パーキンソン病や脊髄小脳変性
症などの神経難病で療養上の不安
のある方、「手が震える、動きづら
い、言葉が話しにくい」など、神
経難病ではないかとご心配の方
は、お気軽にご相談ください。
■日　時
　６月２７日（金）
　午後１時３０分から午後３時３０分
まで

■場　所
　愛知県半田保健所　
■専門医名
　国立長寿医療研究センター脳機
能診療部長　新畑豊先生

■定　員　４組
　申し込みは、６月２日（月）午前
１０時から受け付けます。
■費　用　無料

�

●環境月間県民のつど
いを開催します

問い合わせ先

●神経系難病医療相談の開催

申し込み・問い合わせ先

愛知県半田保健所　健康支援課
�（２１）３３５４

�

■日　程（訓練期間）
　８月１日（金）～１１月５日（水）
（毎週月曜日～金曜日）

■時　間　午前１０時～午後４時
■訓練対象者　移動が困難な身体
障がい者で、自宅にインター
ネットの設備があり、メール通
信やオフィスソフト（ワード、
エクセル、パワーポイント）な
ど基礎的操作ができる方

■内　容　①一般的なＰＣスキル
の基礎を習得し、個人情報など
の概念や、重要な情報を取り扱
う際の管理方法や注意点等を学
習する②ビジネスコミュニケー
ション、HTMLと CSSの記述、
画像編集などのスキルを習得し
Webページの作成を可能にする。

■訓練実施場所　各受講生宅
■定　員　各５人（面接で選考）
■受講料　無料
■申し込み方法　７月４日（金）ま
でに、公共職業安定所で手続き
をしてください。（受講には安定
所での求職登録が必要です。）

�

愛知障害者職業能力開発校
�０５３３（９３）２１０２

�

■日　程（訓練期間）
　７月２日（水）～８月３０日（土）
（毎週月曜日～金曜日）
■時　間　午前９時～午後５時
■訓練対象者
　障害者手帳所持者（身体・知
的・精神）

■内　容　ＰＣの基礎からＭＯＳ
対策、ビジネスマナーを習得し
ます。

●愛知県障害者委託訓練「在宅
　ワークコース」受講生募集

問い合わせ先

●愛知県障害者委託訓練「パソコ
　ン初心者コース」受講生募集

■訓練実施場所　半田市市民交流
センター

■定　員　７人（面接で選考）
■受講料　無料
■申し込み方法　６月５日（木）ま
でに、公共職業安定所で手続き
をしてください。（受講には安定
所での求職登録が必要です。）

�

愛知障害者職業能力開発校
�０５３３（９３）２１０２

�

■勤務場所　オアシスセンター
（保健センター）

■勤務内容　会員の作業手配・指
導など

■募集人員　１人
■勤務日数　月１４日程度
■勤務時間
　月曜日～金曜日の午前８時３０分
～午後５時１５分（１日７時間４５
分）

　※　月１４時間程度の時間外勤務
あり　

■勤務期間
　７月１日～平成２７年３月３１日ま
で（勤務成績などで更新あり）

■賃　金
　月額１６１,２００円
■交通費
　月額１,５００円以内（２キロメート
ル以上の場合）

■応募資格
　簡単なパソコン操作ができる年
齢６４歳（平成２６年６月１日現在）
までの健康な方

■提出書類
　履歴書（市販のもの・写真添付）
■試　験
　面接試験（後日連絡）
■申込期限
　６月１３日（金）

�

阿久比町シルバー人材センター　
�（４８）１１１１（内３３０）

問い合わせ先

●阿久比町シルバー人材センター
　臨時（パート）職員を募集

申し込み・問い合わせ先
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今月の納税など
町県民税
全・１期分

公共下水道事業受益者負担金
全・１年全・１期分

納期限は 6 月 30 日（月）です。
※　口座振替の方は、口座の残
高確認をお願いします。

�

■受験資格
・平成２６年４月１日において、高
等学校または中等教育学校を卒
業した日の翌日から起算して３年
を経過していない者および平成２７
年３月までに高等学校または中等
教育学校を卒業する見込みの者
・人事院が前記に掲げる者に準ず
ると認める者

■受験申込受付期間　
　【インターネット】
　６月２３日（月）～７月２日（水）
　【郵送または持参】
　６月２３日（月）～６月２６日（木）
■試験日　▽第１次試験　９月７
日（日）▽第２次試験　１０月１６日
（木）～２４日（金）までの、いずれ
か指定する日

�

名古屋国税局人事第二課試験係
�０５２（９５１）３５１１（内３４５０）
ホームページ　http://www.nta.go.jp

�

　阿久比の歴史にふれてみません
か。若武者だった家康が１６年ぶり
に母の於大の方と涙の再会をした
坂部城跡などの史跡や伝統的建造
物を巡ります。
◆開催日　７月１０日（木）
◆時　間　午前９時～午前１１時、
午後１時～午後３時
◆対　象　町内在住・在勤の方
◆定　員　午前・午後　各２０人

●税務職員を募集

問い合わせ先

●「阿久比の史跡巡り」
　参加者を募集

◆受講料　１００円程度
◆講　師　郷土学習同好会とあぐ
いふるさとガイドの皆さん
■申込方法など　電話・ＦＡＸ・
電子メールで申し込みまたは中央
公民館窓口で直接申し込みしてく
ださい。（電話、窓口の受付時間
は平日午前９時～午後５時。）
■申込期限　６月２５日（水）
　（応募者多数の場合は抽選）

�

社会教育課公民館係
�（４８）１１１１（内２６０）
ＦＡＸ（４８）６２２９
電子メール　kominkan@town.agui.lg.jp
※　件名に「史跡めぐり」と入れ
て下さい。

�

　この制度は、勤労者の方に対し
て住宅の新築、増改築および土地
購入などに要する資金を融資する

問い合わせ先

●勤労者住宅資金融資制度
　をご利用ください。

制度です。
■融資対象
・阿久比町に住宅を新築または購
入をする方

・阿久比町に住宅を建築するため
の土地購入をする方

・阿久比町にすでに居住し、増改
築をする方

■申込資格（次の条件を全て満た
す方）

・阿久比町に居住、または居住予
定の方

・同一事業所に１年以上継続して
勤務し、引き続き勤務する方

・前年税込年収が１５０万円以上４００
万円以下の方

・市町村税を完納している方
・満年齢２０歳以上の方
・東海労働金庫の融資資格がある方
■融資限度額　２,０００万円（５０万
円以上１０万円単位）

■返済期間　５年以上３５年以内

�

東海労働金庫知多ローンセンター
�０１２０（６９）０７０６

問い合わせ先

東部知多衛生組合の財政状況
　２市２町（阿久比町 ､大府市 ､豊明市 ､東浦町）で構成している東部知
多衛生組合の財政状況（平成２５年１０月１日～平成２６年３月３１日）を、東部
知多衛生組合財政状況の公表に関する条例に基づき公表します。

現在高目　的
２億６,５６９万４千円最終処分場用地取得債　
７,５７２万８千円ごみ処理施設用地取得債

３億４,１４２万２千円計

■一般会計予算執行状況（平成２６年３月３１日現在）
歳　　入

執行率収入済額予算現額科　目
１００.０％９億６,８１４万１千円９億６,８１４万１千円分担金及び負担金
９７.５％１億９,２４６万３千円１億９,７３３万４千円使用料及び手数料
１００.０％２億３,５４８万円２億３,５４８万円国庫補助金
９４.３％２,２７７万６千円２,４１４万５千円財産収入
１００.０％３,２８３万８千円３,２８３万８千円繰越金
２１７.９％２７７万２千円１２７万２千円諸収入
０.０％０円４億３１０万円組合債
７８.１％１４億５,４４７万円１８億６,２３１万円歳入合計

歳　　出
執行率支出済額予算現額科　目
９７.１％４９万６千円５１万１千円議会費
６８.３％４,３３０万１千円６,３３６万６千円総務費
８６.２％８億５,９６８万３千円９億９,７４３万４千円衛生費
０.６％４５８万１千円７億４,０３９万２千円事業費

１００.０％５,４６０万７千円５,４６０万７千円公債費
０.０％０円６００万円予備費
５１.７％９億６,２６６万８千円１８億６,２３１万円歳出合計

■組合財産　（建　物）１５,７７３.６１m２

　　　　　　（土　地）７６,３６１.０６m２

■問い合わせ先
　東部知多衛生組合
　�０５６２（４６）８８５５

■組合債の現在高　※借入先は全て市中銀行
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�

　震災前に宮城県の一部の市町村
に居住し、東日本大震災により阿
久比町に避難している方は、指定
されている医療機関でも「特定健
康診査」・「後期高齢者医療健康診
査」を受けることができます。
■対象者
　震災前に以下の市町村に居住
し、国民健康保険または後期高齢
者医療制度に加入している方
※　住民票を異動せずに阿久比町
に避難されている方
◎市町村名
仙台市、石巻市、気仙沼市、岩沼
市、東松島市、亘理町、山元町、
女川町、南三陸町
※　問い合わせなどは、避難元の
市町村へお願いします。

�

　中小企業庁・金融庁主導により、
個人保証なしで金融機関から融資
を受けて、事業が破綻しても一定
の生活費などを残すことができる
ガイドライン（経営者保証に関す
るガイドライン）ができました。 
　金融機関と相談したい方、詳し
い話を聞きたい方は、問い合わせ
先へお願いします。

�

中小企業基盤整備機構中部本部
�０５２（２２０）０５１６

●東日本大震災で避難されて
　いる方の健康診査について

●中小企業・小規模事業
の経営者の皆さまへ 

問い合わせ先

　町立図書館では、６月９日
（月）～６月１７日（火）の期間、特
別整理のため長期にわたり休館
します。図書などを休館中に返
却する際は、ブックポストにお願
いします。
■問い合わせ先
　町立図書館　�（４８）６２３１

特別整理期間で
休館します
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666666666666666666666 月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定例例例例例例例例例例例例例例例例例例例例議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会をををををををををををををををををををを開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催月定例議会を開催
　平成２６年阿久比町議会第２回定例会を次のとおり
開催します。
■日　時　６月５日（木）　午前１０時から
■問い合わせ先　議会事務局　�（４８）１１１１（内２４１）

　地方自治の功労が認められ今回の受章となりま
した。
　新美氏は町議会議員を１２年、その間に副議長を２
年、議会だより編集委員長や町都市計画審議会委員
などを歴任し、町の発展のために、尽力されました。

故新美二郎氏旭日単光章を受章

�

新美　信子　様
　町へ現金２０万円をご寄付いただ
きました。

●ご寄付ありがとうございました

　文協まつりの取材へ。中央公
民館に入ると奥にすごい行列が
…。更生保護女性会主催のチャ
リティーバザーの開場を待つ行
列でした。バザーが始まるとす
ごい活気。１０３号室があふれん
ばかりの人で、所狭しと並ぶ品
物があっという間に売れていき
ました。皆さんの買い物熱に押
され、私も湯飲みを購入。さす
がバザー。常滑焼の湯飲みが２
個で３００円！値段は内緒で、母の
日のプレゼントにしました。

編 集 後 記



１８

●広 ●報 ●あ ●ぐ ●い 2014年 6月1日号

■発行／阿久比町（〒４７０－２２９２　愛知県知多郡阿久比町大字卯坂字殿越５０　�０５６９（４８）１１１１）編集／総務部政策協働課
■阿久比町ホームページ  ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｔｏｗｎ．ａｇｕｉ．ｌｇ．ｊｐ/
資源を大切に！この用紙は再生紙を使用しています。

広報あぐいを声の広報ボランティア「あいうえお」が CD録音しています。
ぜひご利用ください。
■問い合わせ先　阿久比町社会福祉協議会・ボランティアセンター�（４８）１１１１

阿久比町民憲章
アグピー 

阿久比町 
マスコットキャラクター 

　わたしたち阿久比町民は、ここに町民憲章を定
め、よりよい町づくりに努めることを誓います。
◎ホタル飛びかう、豊かな自然を守ります。
◎歴史と伝統を守り、教養を高めます。
◎スポーツに親しみ、健康で明るい家庭をつくり
ます。
◎オアシス運動をすすめ、笑顔あふれるまちをつ
くります。
◎ボランティア活動に、すすんで参加します。

世帯数　 ９，８２１　　（＋１７）

人　口　２７，５７２人（＋３５）

　男　　１３，６３３人（＋３１）

　女　　１３，９３９人（＋４）

（　　）は前月との増減数

４月中の異動

　出生　３１　　転入　１２１

　死亡　２１　　転出　  ９６

平成２６年５月１日現在

人 口 と 世 帯
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半田警察署からのお知らせ

薬薬薬薬薬薬薬薬薬薬薬薬薬薬薬薬薬薬薬薬物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用はははははははははははははははははははは「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「ダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメ。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。ゼゼゼゼゼゼゼゼゼゼゼゼゼゼゼゼゼゼゼゼッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイ。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」薬物乱用は「ダメ。ゼッタイ。」
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～覚覚覚覚覚覚覚覚覚覚覚覚覚覚覚覚覚覚覚覚せせせせせせせせせせせせせせせせせせせせいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい剤剤剤剤剤剤剤剤剤剤剤剤剤剤剤剤剤剤剤剤、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、麻麻麻麻麻麻麻麻麻麻麻麻麻麻麻麻麻麻麻麻薬薬薬薬薬薬薬薬薬薬薬薬薬薬薬薬薬薬薬薬、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法ドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドララララララララララララララララララララッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッググググググググググググググググググググななななななななななななななななななななどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどのののののののののののののののののののの乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用ををををををををををををををををををををななななななななななななななななななななくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそうううううううううううううううううううう～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～覚せい剤、麻薬、脱法ドラッグなどの乱用をなくそう～
　日本は、覚せい剤、大麻などの大きな消費国になっています。最近では

合法と称しながら、覚せい剤などの規制薬物と類似した化学物質を混入さ

せた植物片など（いわゆる脱法ドラッグ）の乱用が懸念されています。薬

物には、何度でも繰り返し摂取したくなる「依存症」という性質があり、

自分の意志では簡単にやめられなくなってしまいます。

　覚せい剤などの薬物を社会から追放するためには、あなた自身が甘い誘

いに乗らないことはもちろん、あなたの周りで覚せい剤などの薬物を扱っ

ている人を見たり聞いたりしたときは、警察本部か最寄りの警察署、交番、

駐在所までご連絡ください。

■問い合わせ先　半田警察署　�（２１）０１１０


